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【大生院の人口と世帯】 

(令和元年１２月末日現在) 

人口  ３，８５２人 

(男)   １，８２５人 

(女)     ２，０２７人 

世帯  １，８５０世帯 

 

 

 

 

 

３日(日) 憲法記念日(休館日) 

 ４日(月) みどりの日(休館日) 

 ５日(火) こどもの日(休館日) 

      マス釣り大会（中止） 

 ６日(水) 振替休日(休館日) 

８日(金) 食生活改善推進協議会（中止） ９：００～ 

１１日(月) 公民館運営審議会      １９：００～ 

１３日(水) 老人クラブ定例会       ９：３０～ 

２０日(水) 民生児童委員協議会定例会  １９：３０～ 

２３日(土) 渦井せせらぎ食堂      １２：００～ 

２５日(月) 連合自治会長会       １９：３０～ 

※状況によって変更になる可能性があります。 

 

場 所 日にち 時 間 

大生院小学校 19（火） １３:００～１３:４０ 

大生院市営住宅公園 12(火)・26(火) ９:２０～１０:００ 

 

 

※延期のお知らせ 

※例年この時期に実施しております、大野山ツアーで

すがコロナウイルス感染症対策の為、延期とさせていた

だきます。時期が決まりましたら案内させていただきま

す。楽しみにしてくださっていた方々、また開催する時

はぜひ参加ください。 

       

 

      ※中止のお知らせ 

例年５月５日に開催しておりますマス釣り大会ですが 

今年はコロナウイルス感染症対策の為中止とさせていただ

きます。楽しみにされていたことと思いますが御理解の上よ

ろしくお願いします。 

問合せ先：０９０－４９７４－９５５７(事務局：神野) 

共  催：夢遊友うずい・大生院連合自治会 

 

 

 

 

第２２回ふるさとマス釣り大会 

★知事から県民の皆様への 

３つのお願い事項★ 

 
① 感染が拡大している首都圏や関西方面

などへの出張や旅行は、やむを得ない場

合を除き、できる限りの自粛をお願しま

す。 

② やむを得ずこれらの地域を訪問する場

合には、不特定多数との接触をできる限

り控えるとともに、愛媛に戻った後、基

本的な感染予防や、体調不良の場合の外

出自粛をお願いします。 

③ 感染拡大地域に居住し、現時点で既に

愛媛に戻っている方も、「もしかしたら

感染しているかもしれない」との意識の

もと、２週間は不特定多数との接触を控

える、近い距離で人と話すのを避けるな

ど、感染予防のための意識を強く持って

ください。 

 

公民館の休館について（お知らせ） 

新型コロナウイルス感染症対策のために 5 月 6 日（水）まで、臨時休館としております。 

ご理解の程、ご協力お願い致します。 
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🌼ご案内🌼 
 ・６月９日 出前講座 
  「たまごと楕円の積木であそぼう！」 

 
内容は６月の館報でお知らせします！ 
ぜひ、遊びに来てくださいね♬～ 

【ご挨拶】 

この度、4 月 1 日付で垣生公民館より着任となりました。 

大生院校区と地域の皆様に早く慣れ、ひとつ、ひとつですが、頑張

りたいと思いますのでどうぞよろしくお願いします。 

公民館にお越しの際には気軽に声かけてくださいね。 

               

大生院公民館 主事 大原克恵 

 

【光化学スモッグについて】 

１光化学スモッグが発生しやすい状況 

・ 日差しが強い。気温が高い。風が弱い。 

・ 遠くの山や建物がかすんで見えにくい日は要注意です。 

２光化学スモッグ注意報発令時に気をつけていただくこと 
・ なるべく屋外には出ないようにし、激しい運動は避ける。 

・ 目やのどに刺激を感じた場合は、洗眼、うがい等し、屋内で安静

にする。（ 窓を閉める。） 

・ 洗眼やうがいをしても症状がよくならない時は、医師の診察を 

受ける。 

【微小粒子状物質（PM2.5）について】 

東予地域において、微小粒子状物質（PM2.5）の濃度が国の暫定指針 

値である日平均値が１立方メートルあたり７０マイクログラムを超 

えると予測される場合に、愛媛県が注意喚起を実施します。 

１注意喚起する時間帯 

(1) 午前８時ごろ・・・屋外で活動する機会の増える日中の行動の

目安として 

(2) 午後１時ごろ・・・日中の濃度上昇を考慮し、午後からの活動

に備えて 

※ただし、(1)により注意喚起を実施した場合には

(2)の注意喚起は実施しません。 

２注意喚起があった日の行動の目安 

・ なるべく外出や屋外での激しい運動は控える。 

・ 呼吸器系や循環器系疾患のある者、小児、高齢者等においては、 

体調に応じて、より慎重に行動することが望まれる。 

・ 部屋の換気や窓の開閉を必要最小限にし、外気の屋内への侵入を 

減らし、その吸入を減らす。 

【光化学スモッグ・微小粒子状物質（PM2.5）共通】 

 注意報発令や注意喚起情報を入手する方法 

・防災行政無線：各公民館・自治会放送設備等から拡声器で放送 

・テレビ、ラジオ等報道機関・新居浜市公式アプリ 

「新居浜いんふぉ」 

・市ホームページ(http://www.city.niihama.lg.jp/) 

・メールマガジン(http://www.city.niihama.lg.jp/mailmaga/) 

・ツイッター  (https://twitter.com/niihamas-city/) 

・愛媛県大気汚染常時喚起システムのサイト（愛媛県ホームページ） 

     （http://ehime-taiki.c.ooco.jp/）   

 

 

 

 

― お休みのお知らせ ― 

新型コロナウイルス感染症が県下でも増えてきて 

います。残念ですが５月 お休みします。 

 

 

 

新居浜市人権擁護課では昭和５４年度から 

「お茶懇（お茶の間人権教育懇談会）」を開催して

います。「お茶懇」では、人権啓発指導員と話しあ

ったりワークショップやＤＶＤなどで分かりやす

く学びます。時間は３０分から 1 時間程度で実施日

時はご希望に合わせます。サークル仲間やご近所、

友達同士などで楽しく人権を学んでみませんか？

開催を検討されている方は、一度、公民館にご相談

ください。 

【問合せ】新居浜市人権擁護課  

大生院公民館 ４１－６６０４ 

 

 

http://www.city.niihama.lg.jp/
http://www.city.niihama.lg.jp/mailmaga/
http://ehime-taiki.c.ooco.jp/

